
■  お知らせ 

①  年末の交通事故防止県民運動を実施します 

②  第 13回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会         

      開催に伴い交通規制を行います 

③  廃棄物の不法投棄は法律により禁止されています  

④  多目的広場整備にかかる説明会を開催します 

⑤  台風第 24号による農業被害を受けた農業者 

      への支援事業を行います 

⑥  年末のごみの持ち込みは大変混み合います  

⑦  ひきこもりがちな方の心の相談・就労に        

      向けての相談会を開催します 

⑧  小児インフルエンザ予防接種費用を一部助成します 

⑨  高齢者インフルエンザ予防接種費用を一部助成します 

⑩  要介護（要支援）認定を受けている方は 

      税控除が受けられる場合があります 

⑪  健康診査（12月分）を実施します 

⑫  歯周疾患検診を実施します 

⑬  11月は「児童虐待防止推進月間」です  

⑭  住宅・店舗等リフォーム促進補助金を 

      ご利用ください 

 

⑮  いばらき新婚夫婦等優待制度がはじまります   

⑯  結婚相談会参加者を募集します 

⑰  いこいの家  はなさか の年末年始営業のご案内です 

⑱  いばらき若者サポートステーションは就労    

      支援を行います 

 

■  趣味・体験 

⑲  地産地消料理講座 

    「冬に食べたい！簡単おいも料理」 

⑳  粘土で石けんを作ってみよう 

㉑  子どものためのオープンワークショップ2018冬 

㉒  次のステップに必要なことが見つかる「プチ起業塾」 

㉓  出会いパーティー 

㉔  フェスティバル IN 冬の陣 2018 

㉕  歌声パーティ inクリスマス 

㉖  第 11回  笠間市文化連盟会員作品展 

㉗  12月の地域ポイント対象事業 

 

■お詫びと訂正 

 

    

 

 

 

平成  30年  11月  15日 第  30‐ 23  号 

 
  

 

 ① 年末の交通事故防止県民運動を実施します 
 
 年末は、日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時から夜間にかけての交通事故の多発が懸

念されます。このため、県民一人ひとりに広く交通安全思想の普及、浸透を図り、交通ルールの

遵守と交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、年末の交通

事故防止県民運動を実施します。 

市においても、交通安全協会および交通安全母の会の協力により、市内通学路における早朝立

哨や交通指導車によるパトロールを実施します。 

運動期間   12月 1日（土）～15日（土） 

スローガン 「家族より 大切ですか？ その一杯」 

運動の重点 （1）子供と高齢者の交通事故防止 ※特に横断歩行者の保護 

      （2）夕暮れ時と夜間の交通事故防止 

      （3）飲酒運転の根絶 

問 市民活動課（内線 135） 

 

  【回覧】お早めに回してください   全 12ページ (A3…3枚)      ①ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②   第 13回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会開催に伴い 

        交通規制を行います 
 
第13回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の開催に伴い、車両交通規制（全面通行止め）を行います。

近隣にお住まいの方および通行される方には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

近隣の皆さんは、コース沿道でランナーへの温かいご声援をよろしくお願いします。 

日時 12月 16日（日）午前 9時 20分～午後 2時 10分 ※雨天決行 

             ※区間により規制時間が異なります（交通規制は、最終ランナー通過後、随時解除します）。 

問 スポーツ振興課（内 392） 

 

 交通規制図 笠間稲荷神社 

国道 50号 

国道 355号 

ハーフ折返し① 

10km計測地点 

5km 

スタート 

15km 

5km折返し① 
5km折返し② 

ハーフ折返し② 

中間地点 

笠間駅 

ゴール 

笠間芸術の森公園

（大会会場） 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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H 
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 ③   廃棄物の不法投棄は法律により禁止されています 
 
廃棄物の不法投棄は、深刻な環境汚染につながる重大な犯罪行為のため、「廃棄物の処理およ

び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円

以下の罰金（法人は3億円以下の罰金）またはこの併科となります。 

 市では不法投棄ボランティア監視員によるパトロール実施や市民団体による不法投棄回収な

どご協力をいただいていますが、違法な不法投棄は後を絶ちません。不法投棄をなくすには、ご

みの処理について一人ひとりがモラルを持ち、ルールを守ることが必要です。皆さんのご協力を

お願いします。 

また、不法投棄を見つけた際は、不法投棄 110番（0120-536-380）にご連絡ください。 

問 環境保全課（内線127）  茨城県廃棄物対策課   ℡  029-301-3033        笠間警察署  ℡ 0296-73-0110 

 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かさま健康ダイヤル２４は 11月 30日で事業を終了します。 

12月 1日からはこちらをご利用ください。 

子ども救急電話相談 ＃8000または ℡ 03-5367-2367 

おとな救急電話相談 ＃7119または ℡ 03-5367-2365   

 救急医療情報コントロールセンター ℡029-241-4199           ③ページ 

                  

 ④   多目的広場整備にかかる説明会を開催します 
 
 畜産試験場跡地隣接地（笠間市平町地内の市有地）に整備する多目的広場の基本計画や整備概

要等について、説明会を実施します。 

日時 11月 26日（月）午後 2時 

場所 市役所本所 2階  2-2会議室（笠間市中央 3-2-1） 

問 企画政策課（内線 591） 

 ⑥   年末のごみの持ち込みは大変混み合います 
 
12月に皆さんが個人でごみを直接ごみ処理施設へ持ち込める日は、次のとおりです。年末の個

人でのごみの持ち込みは例年大変混み合いますので、計画的にごみの持ち込みを行ってくださ

い。また、ごみ集積所に出せるごみは、地域のごみ集積所をご利用ください。 

なお、持ち込みの際に、荷台のごみが不安定な状態で車を運転することは、地域の皆さんの迷

惑となるばかりでなく、事故を誘発する可能性もあり、大変危険です。ごみを荷台に積む際は、

シートを被せたり、ロープで固定するなど、落下防止対策をしていただくようお願いします。 
 

地区 受け入れ日時 受け入れ先 

友部 

岩間 

月～金曜日 

※12月29日(土)は受付します。 

午前 9時～正午 

午後 1時～5時 

笠間・水戸環境組合環境センター 

（笠間市仁古田長兎路入会地1-62） 

笠間 
12月1日(土)、8日(土) 

15日(土)、22日(土)、29日(土) 

午前 9時～11時 30分 

午後 1時～4時30分 

エコフロンティアかさま 

（笠間市福田 165－1） 

※どちらの地区にお住まいの方も、地区外のごみ処理施設へごみを持ち込むことはできません。 

問 環境保全課（内線 127） 
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 ⑤ 台風第 24号による農業被害を受けた農業者への支援事業を行います 
 
 平成 30年台風第 24号による農業被害を受けた農業者に対し、国、県、市において次の支援事

業を実施する予定です。支援を希望される方は、農政課までご相談ください。 

支援対象   ・ 農産物の生産および加工に必要な施設および機械の復旧または修繕資材の購入、被

                            災前と同程度の施設、機械の取得 

                       ・ 倒壊した農産物の生産に必要な施設の撤去 

                       ・ 復旧等に必要な資金の融資に係る利子補給 

                       ・ 被害農地面積が地域の 30％以上である栗およびイチゴの樹草勢回復のための肥料  

                            および病害虫防除用薬剤の購入費用 

                           ※支援対象によって、補助限度額、補助率が異なります。 

必要となる資料    （1）施設の被害の状況のわかる写真や書類 

                                  （2）既に撤去を行っている場合は、次の①～③ 

                                  ①撤去作業等を行っている写真 

                                  ②撤去作業を行った者、日付、費用等がわかるもの 

                                  ③撤去作業を委託した場合の発注書、納品書、請求書等 

申請期限 11月 28日（水） 

申・問   農政課（内線 541） 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧   小児インフルエンザ予防接種費用を一部助成します 
 
 1 歳から中学 3 年生までのお子さんを対象に、インフルエンザ予防接種費用を助成します。小

児のインフルエンザ予防接種は希望する方が接種する任意接種です。希望される方は、次の期間

内に接種してください。 

実施期限 平成 31年 1月 31日（木） 

対象 笠間市に住民登録のある 1歳（接種日現在）から中学 3年生 

助成額 接種 1回につき 1,000円 ※接種費用は医療機関によって異なります 

助成回数 1歳〜12歳…2回、13歳〜中学 3年生…1回 

実施場所 市内のインフルエンザ予防接種協力医療機関 

地 

区 
医療機関名 電話番号 

地 

区 
医療機関名 電話番号 備考 

友

部

  

あさひクリニック 0296-78-5011  

 

 

 

笠 

間 

 

 

 

石本病院 0296-72-5245  

あやか内科ｸﾘﾆｯｸ 0296-71-3022 太田皮フ科 0296-72-7777  

茨城県立中央病院 0296-77-1121 笠間耳鼻咽喉科 0296-73-0111  

笠間市立病院 0296-77-0034 笠間中央クリニック 0296-71-6001 小学生以上 

立川記念病院 0296-77-7211 神里医院 0296-72-0177  

ねもとクリニック 0296-77-7011 河村医院 0296-72-2121  

根本産婦人科医院 0296-77-0431 佐藤医院 0296-72-0032  

塙医院 0296-77-0072 下田整形外科 0296-73-0858  

常陸クリニック 0296-78-5911 柳橋医院 0296-74-2302 小学生以上 

武藤医院 0296-77-6610  

 

岩

間 

梅里クリニック 0299-45-2002  

山本内科小児科医院 0296-71-2232 菅谷医院 0299-45-2172  

わたなべ整形外科 0296-70-5577 高瀬医院 0299-45-2140  

笠

間  

粟屋医院 0296-72-1567 にしぼり整形外科 0299-37-6026 13歳以上 

いけうち医院 0296-72-1105 本多内科･循環器科医院 0299-37-8556  

実施方法  ・医療機関に予約をしてください。 

                      ・母子健康手帳、健康保険証を持参し、小児インフルエンザ予診票を記入後、接種し

                          てください。 

                      ・差額分を医療機関の窓口にお支払いください。 

問 保健センター ℡  0296-77-9145 

 ⑦   ひきこもりがちな方の心の相談・就労に向けての相談会を開催します 
 
 仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象

に、相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。 

日時  12月 17日（月）午後 1時 30分～3時 30分 ※毎月第 3月曜日に開催しています 

場所 地域福祉センターともべ【旧友部社会福祉会館】（笠間市美原 3-2-11） 

講師 グッジョブセンターみと相談員 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。 

申・問 茨城 NPOセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

                 ℡ 029-291-8990 FAX 029-291-8991 

 

 

④ページ    「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨   高齢者インフルエンザ予防接種費用を一部助成します 
 
 予防接種法に基づき、65歳以上の方にインフルエンザの予防接種を実施しています。インフル

エンザの予防接種は、発病、重症化予防に効果があるとされています。希望される方は、次の期

間内に接種してください。 

実施期限 平成 31年１月 31日（木） 

対象 市内に住民登録のある方で、次のいずれかの要件を満たす方 

・65歳以上の方（接種日現在） 

・ 60～64歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機 

能に障がいを有する方（身体障害 1級程度） 

助成額 1,500円（1回のみ）※接種費用は医療機関によって異なります 

    ※生活保護世帯の方は、自己負担が免除となりますので生活保護受給証明書を医療機関

                      に持参してください。 

実施方法 ○市内医療機関で接種を希望する場合 

・ 医療機関に予約をしてください。 

・ 健康保険証を持参し、医療機関備え付けの高齢者インフルエンザ予防接種予診 

 票を記入し、接種してください。 

・ 差額分を医療機関の窓口でお支払いください。 

     ○市外医療機関で接種を希望する場合 

      ・ 保健センターに高齢者インフルエンザ予防接種予診票を申請してください。 

      ・ 医療機関に予約をしてください。 

      ・ 高齢者インフルエンザ予防接種予診票と健康保険証を医療機関へ持参し、接種し

                               てください。 

      ・ 差額分を医療機関の窓口にお支払いください。 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

 

  ⑩   要介護（要支援）認定を受けている方は税控除が 

        受けられる場合があります 
 
納税者本人または扶養親族の方が所得税法および地方税法上の障害者に該当する場合は、一定

額の所得控除を受けることができます。 

 65歳以上で要介護（要支援）認定を受けている方は、障害者手帳などが交付されていなくても、

障がい者と同程度であると福祉事務所長が認定する場合は、障害者控除の対象となります。 

 この場合、障害者控除対象者認定証が必要になりますので、認定証が必要な方は、次へ申請し

て事前にご用意ください。 

対象 65歳以上で、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 

※主治医意見書で心身の状態を確認します。 

必要なもの 対象者の印鑑 

申請方法 窓口に直接お申し込みください。 

申請期限 12月 28日（金） 

申請場所 高齢福祉課、各支所福祉課 

※期限後も申請を受け付けますが、確定申告に間に合わない恐れがありますのでご注意ください。 

※認定された方には認定証を、該当しなかった方には非該当通知書を、申請日の翌日以降に交付 

 します。 

※平成 22 年以降に認定証を交付された方は、本年以降も有効に使用できますので、申請の必要

がありません。ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。 

申・問 高齢福祉課（内線 171）、笠間支所福祉課（内線 72133）、岩間支所福祉課（内線 73172） 

               税の控除：税務課（内線 113） 
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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。   ⑤ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪   健康診査（12月分）を実施します 
 
 特定健診、生活習慣病予防健診、高齢者健診のいずれか、結核、肺がん検診、大腸がん検診、

前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B・C型）の検診で希望するものが受診できます。 

※ 40歳（昭和 53年 4月 1日～昭和 54年 3月 31日生）の方は、市が実施する肺がん検診、大腸 

     がん検診が無料で受けられます。 

※ 大腸がん検診は、健康診査時に容器を配布し、後日指定された日に提出となります。 

※ 予約は必要ありません。個人負担金等の詳細については、保健センター年間予定表（P2～4）  

     を確認してください。あなたの健康を守るために年１度は健康診査を受けましょう。 

健診場所 健診日 受付時間 

笠間公民館 
12月 4日（火） 午後 4時 30分 

～7時 30分 

（夜間健診） 

12月 5日（水） 

地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 12月 13日（木） 

なお、これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことのない方で、今年度、下記年齢の方は無料になります。 

＜平成 30年度 肝炎ウイルス検査の無料対象者＞ 

年齢  対象生年月日  

41歳 S52年4月1日～S53年3月31日生 

46歳 S47年4月1日～S48年3月31日生 

51歳 S42年4月1日～S43年3月31日生 

56歳 S37年4月1日～S38年3月31日生 

61歳 S32年4月1日～S33年3月31日生 

66歳 S27年4月1日～S28年3月31日生 

71歳 S22年4月1日～S23年3月31日生 

問 保健センター  ℡ 0296-77-9145 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 
 

 ⑫   歯周疾患検診を実施します 
 
市では、40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実

施しています。定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。 

場所 市内の契約歯科医院（要予約） 

対象 笠間市に住所を有する 40歳、50歳、60歳、70歳の方 

40歳：昭和 53年 4月 1日から昭和 54年 3月 31日までに生まれた方 

50歳：昭和 43年 4月 1日から昭和 44年 3月 31日までに生まれた方 

60歳：昭和 33年 4月 1日から昭和 34年 3月 31日までに生まれた方 

70歳：昭和 23年 4月 1日から昭和 24年 3月 31日までに生まれた方 

※受診する時点で通院（治療）中の方は、検診の対象になりません。 

検診料金 900円（自己負担） 

   ※  検診結果に基づく治療を行う場合は、後日別途保険診療となるため、受診料がかかります。 

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして、受診してください。 

※ 契約歯科医院については、市ホームページをご覧ください。 

                      40歳・50歳の方 ： 保健センターから送付された受診券（はがき）を持参してください。 

                      60歳・70歳の方 ： 保健センターへ申し込み後、保健センターから郵送される実施通知   

                                                           書（問診票）を持参してください。 

検診期限 平成 31年 3月 31日（日） 

申・問 保健センター（笠間市南友部 1966-1）   ℡ 0296-77-9145 

  
⑥ページ   小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 住宅・店舗等リフォーム促進補助金をご利用ください 
 
市と商工会は、市内施工業者による快適な住環境や商業施設の整備への支援を通じて建設業や

商業を振興し、地域経済の活性化を図ることを目的に、住宅・店舗等リフォーム促進補助金を創

設しました。住宅では最大 10 万円（補助率：10％）、店舗等では最大 20 万円（補助率：20％）

の補助金を助成します。 

対象工事  建物に係る増築、修繕、改修等 

                      ※市内に事業所を有し建設関連事業を営む施工業者が実際に行う 10万円以上（税別）

                           の工事が対象です。 

                      ※電気設備や通信設備等の購入に伴う設置・取替えのみの工事、補助金交付決定前に

                           着工した工事は、対象外になります。 

対象建物  住宅：申請者が市内に所有し居住している住宅 

                      店舗等：市内で営んでいる小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス 業の店舗 

申込方法  工事着工前に交付申請書および添付書類を添えて、窓口に提出してください。 

      ※郵 送での受け付けはできません。 

申  笠間市商工会 友部事務所（笠間市東平 2-3-3） ℡   0296-77-0532  

問  笠間市商工会 本所     ℡ 0296-72-0844      URL   http://www.kasama-shoko.jp 

         友部事務所     ℡ 0296-77-0532   岩間事務所 ℡ 0299-45-5711 
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     後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。   ⑦ページ 

 

 ⑬   11月は「児童虐待防止推進月間」です  
 
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。子育てに悩みや不安を感じたら、1 人で抱え込ま

ず、身近な専門機関などに相談しましょう。また、虐待と思われる子どもや家庭を知ったときに

は、通告の義務があります。 

連絡された内容に関する秘密は守られますので、安心してご相談ください。 

24時間対応 

・児童相談所全国共通ダイヤル ℡  189（いちはやく） 

・いばらき虐待ホットライン ℡   029-322-0293 

平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

・茨城県中央児童相談所（福祉相談センター） ℡  029-221-4150 

・子ども福祉課 ℡  0296-77-1101 

・笠間市家庭児童相談室 ℡   0296-70-5411 

・笠間警察署（生活安全課） ℡  0296-73-0110 

問 子ども福祉課（内線 164） 

 

 

 

  

 県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもが温かな家庭的雰囲気で生活

できるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。 

※ 詳しくは、茨城県子ども家庭課のホームページをご覧ください。 

問 茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）里親担当 ℡ 029-221-4150 

  ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/  （「子ども家庭課」で検索） 

 

ご存知ですか？里親制度 

 

                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑮ いばらき新婚夫婦等優待制度がはじまります 
 

 県内の市町村・企業等との連携により、対象者に協賛店で様々な特典サービスが受けられるカ

ードを交付し、社会全体で結婚を応援する機運の醸成と結婚への後押しを図ることを目的にいば

らき結婚応援パスポート事業（ i
アイ

 PASS
パ ス

）を実施します。11月 22日より、協賛店にてカードをご利

用できます。 

交付方法 

○カードの場合 

制度開始後にご結婚される場合は、婚姻届提出時に各市町村窓口にてお渡しします。それ以外の

方は、県に利用申請をしていただいた後に郵送します。 

○アプリの場合 

結婚応援パスポート(i  PASS)アプリをダウンロードしてお使いください。 

※法律婚以外のカップルは、郵送またはアプリにてお申し込みいただけます。 

対象 4月 1日以降に結婚したカップルや、1年以内に結婚予定の満 18歳以上のカップルの方 

問     茨城県保健福祉部 子ども政策局 少子化対策課 ℡  029-301-3261     FAX   029-301-3264 

         https://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/ipass/ 

 ⑯ 結婚相談会参加者を募集します 
 
 素敵な出会いをサポートするために、県から委嘱を受けたマリッジサポーターが生涯のパート

ナー探しのお手伝いをします。当日の予約は不要ですので、お気軽にご参加ください。 

日時 12月 16日（日） 午前 10時～午後 3時 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

内容 マリッジサポーターが所有している数多くの写真付きプロフィールから、理想の相手を見

             つけてお見合いを申し込むことができます。 

対象 結婚を希望する本人をはじめ、家族、親戚、友人など 

参加費  無料 

※ プロフィールの閲覧を希望される方は、本人のプロフィールが必要になりますので、ご自身    

     の上半身の写った写真（7cm×10cm）を持参ください。 

問 市民活動課（内線 133） 

 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
⑧ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 

 ⑰ いこいの家  はなさかの年末年始営業のご案内です 
  

12月 30日（日） 通常営業 

12月 31日（月） 
休館 

1  月  1日（火） 

1  月  2日（水） 午前 10時～午後 5時まで営業  

※休日料金です 1月  3日（木） 

1月  4日（金） 通常営業 

      問 いこいの家  はなさか   （笠間市橋爪 586-4） ℡ 0296-77-5110 

               HP http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 地産地消料理講座「冬に食べたい！簡単おいも料理」 
 
 地場農産物のおいしい食べ方を知りたい、地域を応援したいという方は、ぜひご参加ください。 

託児もご利用できます。 

日時 12月 20日（木）午前 10時～午後 1時  受付：午前 9時 30分 

場所 友部公民館 2階 調理室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 メニュー（予定）：じねんじょのグラタン、里芋の甘酒煮、さつまいもケーキ             

講師 茨城県農業総合センター 技術指導員 坂部
さ か べ

 幸子
ゆ き こ

さん 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  500円（当日徴収します） 

持ち物 エプロン、三角巾、ふきん等 

申込方法   電話でお申し込みください。 

申込期限   12月 12日（水） 

申・問   農政課（内線 528） 

 

  ⑳ 粘土で石けんを作ってみよう 
 
 ふしぎな粘土を使って、自分だけのすてきな石けんを作りましょう。お友達とお誘い合わせの

うえ、ご参加ください。 

日時 12月 15日（土） 午後 2時～3時 30分 

場所 友部図書館 2階 視聴覚室（笠間市平町 2084） 

講師 HSA認定ジュニアソーパー 長谷川
は せ が わ

 美和
み わ

さん 

対象 小学生 

定員 20名（先着順） 

参加費  500円（当日徴収します） 

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。 

申込期間 11月 29日（木）～12月 13日（木）※月曜休館日を除く 

申・問  友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

 

 

 ⑱ いばらき若者サポートステーションは就労支援を行います 
 
 さまざまな理由で仕事に就くことが困難な若者のための就労相談を実施しています。相談には

キャリアコンサルタントが応じ、一人ひとりに合った支援を行います。支援プログラムが充実し

ていますので、ぜひ気軽にお電話ください。 

場所 茨城県労働福祉会館 2・3階 （水戸市梅香 2-1-39） 

内容 個別相談、各種講座、職業体験、定着・ステップアップ支援 

対象 15～39歳で無業状態の方およびその家族 

参加費  無料 

申込方法 窓口または電話でご予約ください。 

申・問  いばらき若者サポートステーション ℡  029-300-4570       FAX  029-300-4320   

                   https://www.ibksaposute.com 
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 ㉒ 次のステップに必要なことが見つかる「プチ起業塾」 
 
 先輩起業女性から次のステップアップの方法を学ぶ「プチ起業塾」を開催します。お好きなブ

ースでアドバイスを受けられますので、興味のある方はぜひご参加ください。 

日時 12月 9日（日） 午前 10時～午後 3時 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

対象 起業したい方、起業している方 

ブース 出展者 料金 

あなたの魅力を伝える！「PR方法アドバイス」 犬塚
いぬつか

 晶
あ

加里
か り

さん 2,500円/30分 

あなたの強みを発見する「キャリアコンサルティング」 菊池
き く ち

 美也子
み や こ

さん 1,500円/30分 

今の自分を知る「わくわく事業計画講座」 小林
こばやし

 綾子
あ や こ

さん 1,500円/1時間 

起業を成功に導く「コンセプト作成コーチング」 堀江
ほ り え

 英
ひで

美
み

さん 2,000円/50分 

選ばれるための「見た目のブランディングアドバイス」 石田
い し だ

 ゆりこさん 1,500円/30分 

プチ起業で働く女性のための「経理の基本講座」 大場
お お ば

 靖子
や す こ

 さん 1,500円/1時間 

申込方法  QRコードからお申し込みください。 

申込期限 12月 6日（木） 

申・問  担当：大場 ℡ 090-2338-1044    メール mybrain.oba@gmail.com 

                                     

                                      プチ起業塾 

 

 ㉑ 子どものためのオープンワークショップ 2018冬 
 
日時 12月 8日(土)、9日(日)     午前 10時～正午、午後 1時 30分～3時 30分 

場所 茨城県近代美術館（水戸市千波町東久保 666-1） 

内容 身近な材料を使って、造形遊びや作品づくりをします。 

             クルクルアニメ、マラカスベル、おしゃれなペーパーバック、クリス マス缶バッチ 

対象 幼児から小学生 ※就学前のお子様は保護者の同伴をお願いします。 

参加費 無料（当日受け付け） ※詳しくは HPをご覧ください。 

問 茨城県近代美術館 ℡  029-243-5111 

 

 

 ㉓ 出会いパーティー 
 
日時  12月 9日（日）  午後 1時 30分～4時 受付 : 午後 1時 

場所  ホテルグランド東雲（つくば市小野崎 488-1） 
対象   Aコース：独身男女 、45歳以下の方  Bコース：独身男女 、45歳以上の方 

定員  応募者多数の場合は参加者数、年齢等により調整させていただきます。 

参加費 男性：4,000円、女性：2,000円 

                 ※当日会場でお支払いください。 

                 ※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル料 1,000円が発生します。 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申込期限 12月 6日（木） 

申・問  NPO法人 ベル・サポート ℡ 0280-87-7085  

           メール info@bell-support.net ホームページ  http://www.bell-support.net 

 

 
⑩ページ           猫は屋内で飼いましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔  フェスティバル IN 冬の陣   2018 
 
 今、宍戸がおもしろい。 楽しいアトラクションがたくさん。 お店も多数出店します。ぜひ、

遊びに来てください。 

日時 12月 9日（日）午前 10時～午後 3時 30分 ※雨天決行 

場所 JR水戸線 宍戸駅前通り 

問 フェスティバル IN 冬の陣 実行委員会 雨
あま

谷
がい

 ℡ 0296-77-5133 

※フェスティバル IN 冬の陣  2018はまちづくり市民活動助成金を活用して実施しています。 

 ㉖  第 11回  笠間市文化連盟会員作品展 
 
会期 12月 11日（火）～23日（日）午前 9時～午後 5時（最終日は、午後 3時終了） 

会場 笠間公民館  1階  展示室（笠間市石井 2068-1） 

部門 写真・日本画・洋画・書・工芸 

問 笠間市文化連盟事務局 藤岡
ふじおか

 靖之
やすゆき

 ℡ 0296-74-2929 

     

  

 

 ㉕  歌声パーティ inクリスマス 
 
 お好きな飲み物と特製のお料理と、クリスマスソングや昔懐かしい歌謡曲等をみんなで歌って

楽しみましょう。 

日時 12月 22日（土）午後 5時～約 2時間 

場所 笠間民芸の里「ふれあいサロンかさま～る」（笠間市笠間 2247-1） 

内容 1部：雪の降る町を、冬の星座、ジングルベル、きよしこの夜 他 10曲 

             2部：この広い野原いっぱい、学生時代、ゴンドラの唄、北上夜曲 他 10曲 

             伴奏：ゴールデンサウンズ 

参加費  3,000円（食事と飲み物付き） 

定員 50名（先着順） 

申込方法 電話、FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限 12月 18日（火） 

申・問  （特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

 茂
しげる

  ℡ 0296-71-8077 FAX 0296-72-0654  

           メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp 

（特非）グラウンドワーク笠間は、まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。 

 

 

 

窓口受付時間を延長しています   

延長時間 午後 5 時 15 分～7 時 30 分（祝日・年末年始を除く）  
【笠間市役所】毎週水曜日 ／ 市民課・保険年金課・税務課・収税課 
【笠間支所】 毎週木曜日 ／ 市民窓口課  
【岩間支所】 毎週火曜日 ／ 市民窓口課                         ⑪ページ  
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 ㉗   12月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けていただけるよう 

支援していくための制度です。 

【一般参加事業】  
開催日 開催時間 事業名 場所 問 

 4日（火） 

 5日（水） 午後 4時30分～7時30分 
健康診査 

（夜間） 

笠間公民館 保健センター 

℡0296-77-9145 
13日（木） 地域福祉センターいわま 
 
【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

6日（木） 

12日（水） 

午前 10時～10時 30分 

午後 0時 30分～1時 

子宮頸がん 

乳がん検診 

保健センター 

保健センター 

℡0296-77-9145 

笠間公民館 

10日（月）  午前 7時～10時 30分 総合健診 保健センター 

12日（水） 
午前 9時 30分～10時 

午後 2時～3時 

骨粗しょう症 

検診 
笠間公民館 

◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力し

て活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【岩間図書館・笠間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行いたします。 

◆おはなし会 【友部図書館・笠間図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート 【友部図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行いたします。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2018.10.31現在≪登録状況≫ 3,544人（男性）823人（女性）2,721人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線 133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  

  

 

 
 市民活動課 
 モバイル版 

⑫ページ     【回覧】 次号は 11月 22日発行  第 30-24号 

 

                     お詫びと訂正                         
 

 平成 30年 11月 8日（木）発行の広報かさま 11月号の記事内に誤りがありました。読者の皆

様および、関係各位にお詫び申し上げ、訂正いたします。 

P15 「情報カレンダー  12月」 

公共施設年末年始休業 

【誤】笠間・友部図書館 31日（月）～1月 3日（木） 

【正】笠間・友部図書館 30日（日）～1月 3日（木） 

問 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  友部図書館  ℡ 0296-78-1200 
 
P21 「情報コーナー  トモアからのお知らせ   アルニヤトコンサート tacaアコーディオン＆佐々 木 優樹ギター」 

【誤】前売鑑賞券：一律 1,000円 

【正】前売鑑賞券：なし 当日一律料金 

問 地域交流センターともべ           ℡ 0296-71-6637 

 


